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1 コミュニティ・スクールの推進について 

 

1.1 「コミュニティ・スクール」（＝学校運営協議会を設置した学校）とは 

 

保護者や地域住民等が一定の権限と責任をもって学校運営に参加することで、育てたい

子供像、目指すべき教育のビジョンを保護者や地域と共有し、目標の実現に向けてともに

協働していく仕組み（国：第３期教育振興基本計画） 

 

 

1.2 学校運営協議会とは 

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、学校と地域が一体となって学

校づくりを進めるために学校ごとに設置される、「学校運営」及び「学校運営への必要な

支援」に関して協議する機関 

 

※本市では、学校評議員に代わり学校運営協議会を設置 

 

 

 

教職員の任用に 

関する意見 
教職員の任用に 

関する意見 

 
（委員） 

保護者、地域住民、学校運営
に資する活動を行う方、学識
経験者など 
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1.3 地域と学校の協働活動 評 

 

・学校運営協議会の協議などを踏まえ、学校及び地域の目標・ビジョンに沿って、 

・地域住民、学生、保護者、NPO、民間企業、団体・機関等の幅広い参画を得て、地域全

体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、 

・「学校を核とした地域づくり」を目指して、学校と地域が相互にパートナーとして連携・協

働して行う様々な活動 

 

      （活動内容） 

 社会教育法第５条第２項により、学校と地域が協働して行う以下の活動と規定 

  〇学校の授業終了後又は休業日において学校、社会教育施設等で行う学習、その他の

活動 

〇ボランティア活動、社会奉仕体験活動、自然体験活動、その他の体験活動 

〇社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して学校、社会教

育施設等で行う教育活動、その他の活動 

 

※具体的な活動例  

       ①見守り・安全確保 

例．登下校時の見守り、校門等でのあいさつ運動、校門・校舎での学校訪問者

の受付、パトロールなど 

 ②学習補助・放課後等の学習支援 

例．本の読み聞かせ、昔の遊び・暮らしの伝承、校外学習の補助、授業支援(算

数・理科などの学習指導補助、調理・裁縫・習字などの実習補助）、放課後

等の学習支援など 

       ③特別支援教育補助 

例．車椅子の介助、特別支援学級への学習補助、配慮を要する児童生徒の見

守りなど 

 ④環境整備 

例．校庭花壇・菜園の整備、図書・図書館の整備（図書館ボランティア・図書の

修理・図書館の開館)、学校・学校周辺の清掃、門扉・校舎等の塗装など 

       ⑤学校行事の補助 

例．運動会・音楽会等の準備・受付・片付け、写真・ビデオ撮影、遠足等校外活

動の付き添いなど 

       ⑥校外での地域活動 

例.当校の子供が参加する地域の祭り・イベント、クリーン作戦、チャリティーなど 

 

※ボランティア保険について 

（詳細はＰ9「3.4 保険（事務局で契約する「協働活動補償制度」）」とＰ20

「6.1保険（事務局で契約する「協働活動補償制度」）」を参照） 

以上のような活動のうち、 

〇学校からの依頼によって教育活動に参加するボランティア 

事務局においてもボランティア保険に加入します（「協働活動補償制度」）。 

※人数の上限あり 

〇地域団体主催の活動など、それ以外の活動に参加するボランティア 

事務局で加入する保険の適用外となる可能性がありますので、ご注意ください。  
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2 年間スケジュール 評 

 

当年度の年間スケジュールは以下の通りです。 

年 月 内容 

 ３月 ●委員任命に関する申出書の提出→Ｐ6「3.2委員関係」 

 

 ４月 ●実施計画書の提出→Ｐ8「3.3実施計画書」 

●委員報酬支払口座の登録依頼→Ｐ6「3.2委員関係」 

●任命書の交付→Ｐ6「3.2委員関係」  

 ５月  

 ６月  

 ７月  

 ８月  

 ９月   

 １０月  

 １１月  

 １２月  

 １月  

 ２月  

 ３月 （※上の３月に記載の通り、次年度の準備も始まります） 

●委員に関する報告書、保険加入対象者数（実績）の提出 

→Ｐ22「7.2委員報告」、Ｐ22「7.4保険」 

●実施報告書、活動報告書の提出→Ｐ22「7.3実施報告書」 

 

  

 

学
校
運
営
協
議
会
の
開
催
、 

地
域
と
学
校
の
協
働
活
動
の
実
施 

 

4、5、6 

→ 

前
年
度 

当
年
度 
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3 年度初め 

 

3.1 提出・作成する書類 
 

 

①「学校運営協議会委員任命に関する申出書」→Ｐ6「3.2委員関係」 

  ※校園長が異動の場合も含め、前年度中に決定してください。 

②「学校運営協議会 実施計画書」→Ｐ8「3.3実施計画書」 

③「協働活動補償制度 対象者一覧」（随時作成）→Ｐ9「3.4 保険（事務局で契約する

「協働活動補償制度」）」 ※提出は不要 
 

 ＜全体の流れ＞  

事務 委員 学校 事務局 期日（厳守） 

委員任命 

 

◆学校運営協議会委員 

任命に関する申出書 

提出 

任命手続 

(決裁) 

前月 20日迄 

(例：６月任命は、

5月 20日迄に) 

 
 

任命書の交付 

（例：第 1回協議会で） 

任命書 

発行 

 

報酬支払に 

係る手続きの

依頼・補助 

  口座情報の入力依頼 

 

 

 

   

 

 
口座情報入力フォーム

にアクセスし必

要事項を入力

◆通帳等のコピー 

は任意提出 

※未入力の委員には、 

督促をお願いします 

※「入力手段がない」 

「入力方法が分からない」 

という委員には、KIIF 端

末を貸出す等のご対応を

お願いします 

未入力者

の確認 

 

 

 

初回の協議会で

入力確認を行い、

未入力の委員に

はできるだけそ

の場で入力して

もらう 

実施計画書

の提出 
 

◆学校運営協議会 

実施計画書 
提出 

第 1回協議会を開催

した月の月末 

【随時】 

「協働活動

補償制度 

対象者一

覧」の作成 

 

◆協働活動補償制度 対

象者一覧(学校保管) 

※他団体（ＰＴＡや婦人

会・ＮＰＯ等）での保険が

無い人で、学校内でボラ

ンティアされる方を随時

記録(４０人迄) 

 

 

●学校から事務局への提出書類 

※協議会の開催案内に QR コード（又は URL）を印字するなどして、スマートフォン 

（又は PC）から委員の方が直接入力するよう依頼をしてください 

※紙ベースでの受付はいたしません 

※「年度終了後に委員報酬をお支払いする」ことと「振込が翌年度になるため口

座を解約しない」よう、あわせてお伝えください（提出期限：第 1回協議会まで） 

※マイナンバーの提出の必要はありません（所得税基本通達 8-7） 
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：（年度途中の変更、追加等） eduplan@office.city.kobe.lg.jp 

※必ず Excel形式のデータでご提出ください。 

 ○ファイル名は、(様式１)【学校番号】_（学校名）としてください。 

 

3.2 委員関係 

協議会の委員は、保護者、地域住民、学校の運営に資する活動を行う者、そのほか教育

委員会が適当と認める者のうちから、設置校の校長の意見を踏まえ、教育委員会が任命

します。 

・任命された委員は非常勤の特別職公務員となります 

・任期：原則として４月１日から翌年３月 31日迄（１年間） 

・報酬：１人当たり 6,000円／年 

（年度終了後、教育委員会事務局から報酬をお支払いします） 

※年度途中で任命された場合の報酬は、任命期間に応じて減額となります。 

※年度途中で辞任された場合は学校から速やかに事務局までご連絡ください。手続きに 

ついてはその際ご案内します。 

※報酬以外は支払いません（交通費等は出ません）。 

 

3.2.1 委員任命に関する申し出【学校→事務局】 

◆「学校運営協議会委員任命に関する申出書」（様式第１号）を提出してください。  

       提出先：（4月任命分）ＫＩＣＳ  

 

 

 

       提出期限：任命の前月 20日迄（厳守） 

 

（委員の定数） 

・実質的で活発な議論を通じて、学校運営協議会としての一定の方向性を決定でき

る程度の人数として、学校規模に応じて６～10人が標準となります。 

（定数は学校と協議の上で教育委員会が定めることとしています。） 

 

（委員） 

・令和５年度の所属団体の長に就任予定で、申し出時点では正式に任命されていな

い場合でも、必ず個人名を記載してください。 

例．令和５年度 PTA会長に内定している A さんの場合 

（〇）所属団体の欄に「保護者（○○小学校 PTA会長就任予定）」と記載。 

名前・年齢・性別等必要事項はすべて A さんの情報を記載する。 

   （×）名前「未定」、所属団体名「○○小学校 PTA会長就任予定」 

 

（留意点） 

・適正な運営が確保でき、協議内容を踏まえ学校とともに行動していける委員を選

定することが重要です。 

・地域団体の長に限らず、副会長やその他会員など会長から推薦していただいたり、

地域と学校の協働活動にて熱心にご参画くださっている方にお声がけしたりするな

ど、年齢や性別、所属団体など多様な立場の方々で学校運営協議会が構成される

よう努めてください。 

mailto:eduplan@office.city.kobe.lg.jp
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※市の教員や職員（接続校園長や指導主事、区まちづくり課長など）は、協議会の

権限行使（運営・教職員任用の意見）時の立場を考慮し、必要であれば、委員で

はなくオブザーバーとしての出席を依頼します 

※当該校の校長・教頭その他教職員も、委員にはなりません。当該校の職員として

出席します 

 

3.2.2 任命書の交付【事務局→学校→委員】 

事務局が任命書を発行し、送付します。 

第１回協議会当日あるいはそれまでに委員への交付をお願いします。 

（注）手書き等の任命書交付は絶対に行わないでください。 

 

3.2.3 委員への口座情報提出依頼【学校→委員】 

委員に、「年度終了後に委員報酬をお支払いする」旨をお伝えの上、口座情報入力

フォーム（様式第２－１号に記載しているQRコード又はURL）にアクセスいただき、口

座情報を委員ご自身で入力するようご案内ください。 

※この QR コードや URLは協議会の開催案内等に転載可能です 

 

登録期限：６月末 

※口座情報の提出は、昨年度に引き続き再任される委員であっても、毎年必要です。 

※期限までの登録が難しい場合は、個別にご相談ください。 

 

◇「通帳等のｺﾋﾟｰ（口座番号、口座名義人が分かるもの)」の入力フォームでの添付

は任意とします。 

また、振込が翌年度の４～５月（予定）になるため口座を解約しないようあわせてお伝

えください。 

 

※「入力手段がない」「入力方法が分からない」という委員には、初回の協議会で 

KIIF端末を貸し出し、入力方法を教える等、ご対応をお願いします。 

※初回の協議会で入力確認を行い、未入力の委員にはできるだけその場で入力し 

てもらってください。 

             ※口座情報入力にあたり、事務局あてに登録が出来ているかの確認は不要です。 

               （登録情報に不備がある場合、学校あてに事務局より連絡させていただきます。） 

※マイナンバーの提出の必要はありません（所得税基本通達 28-7）。 

※公務員に委員報酬を支払う場合について 

当該校の校長・教頭その他教職員や接続校園長、指導主事、関係する区役所担

当者などを委員には任命しません（また、職務として協議会に出席するので報酬無

し）。 

一方、たとえば当該校の PTA 役員として結果的に市や県の職員が委員となる場

合や、有識者として市の大学教員に委員となっていただく場合があり得ます。 

そうした場合、公務員にも報酬を支払うことは可能です（各々の職場で、本人がい

わゆる兼業の承認に関する手続きをします）。 
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提出先：KICS 

※必ず Excel形式のデータでご提出ください。 

 ○ファイル名は、(様式３)【学校番号】_（学校名）としてください。 

 

（例：神戸市職員の場合） 

・神戸市の教員の場合は、事務局イントラ（教職員課人事係フォルダ内）掲載の 

「教育公務員特例法第 17条に基づく兼職(兼業)承認申請書」等 

・神戸市の学校事務職員の場合は、事務局ｲﾝﾄﾗ（教職員課人事係ﾌｫﾙﾀﾞ内）掲載の 

「地方公務員法第 38条に基づく営利企業等従事許可申請書」等 

・神戸市の行政職員の場合は、神戸市イントラ（人事課）掲載の 

「営利企業への従事等の制限にかかる許可申請書」等 

  を、委員自身がご自身の職場に相談して手続きをします。 

（民間企業・団体に勤める委員においても、同様に、各委員が所属する企業・団体

の規約に沿って、自身の職場に兼業申請等の手続きをすることになります。） 

 

・勤務成績が良好な場合、「地域貢献応援制度」を利用して報酬を受け取ることも

可能です。詳細は神戸市イントラ（人事課）掲載の「地域貢献応援制度」をご参

照ください。 

 

→公務員、民間企業・団体に関わらず、委員から報酬は不要だと言われた場合は、

下記の報酬辞退の意思確認の手続きに従ってください。 

 

3.2.4 報酬辞退の意思確認【学校→委員】 

報酬の受け取り辞退の申し出があった場合は、任命書の交付日以降、辞退申出入力

フォーム（様式第２－２号に記載しているQRコード又はURL）にアクセスいただき、辞

退の申し出を委員ご自身で入力するようご案内ください。 

 

※報酬の受取の辞退については、委員報酬の請求権の発生後、債権者が請求権を 

放棄する行為であり、この請求権は発生する前にあらかじめ放棄することができな 

いことに留意してください。 

※初回の協議会で辞退の意向確認を行い、できるだけその場でご自身のスマートフ 

ォンを使用し入力してもらってください。 

             ※報酬辞退する場合は、口座情報の提出は不要です。 

※「入力手段がない」「入力方法が分からない」という委員には、KIIF端末を貸し出 

し、入力方法を教える等、ご対応をお願いします。 

※原則、任命書の交付より前に、辞退申出入力フォームの QR コードや URLを委員 

にお渡ししないよう（開催案内等に転載しないよう）お願いします。 

 

3.3 実施計画書の提出 

◆「学校運営協議会 実施計画書」（様式第３号）を提出してください。【学校→事務局】 

 

 

 

 

mailto:eduplan@office.city.kobe.lg.jp
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3.4 保険（事務局で契約する「協働活動補償制度」） 評 

     PTA や各種地域団体等であらかじめ保険を掛けずに学校管理下でボランティアをされ

る方には、ボランティア中の事故に備え、教育委員会事務局で用意したボランティア保険

を適用します。予算の都合上、補償の対象は、１校当たり最大 40 人としています。活動人

数が４０人を超える場合は、事務局あてに個別にご相談ください。 

 

3.4.1 「協働活動補償制度」対象者 

PTAや各種団体等で保険に加入している場合には、重複して加入する必要はないた

め、以下の（１）～（３）の順序で考えます。（１）（２）に当てはまらない（３）の方が対

象です。（１校当たり 40人程度） 

※単位取得や学習のために行う活動者は除く。 

※有償の活動は除く。 

 

（１）・日本スポーツ振興センター災害共済給付制度 

    ・神戸市学校園安全互助会見舞金 

    ・PTA総合補償制度 

    ・あらかじめ各団体が加入している保険        等 

（２）・神戸市市民活動補償制度 

     学校外で、地域住民が、地域団体としての地域活動をしている場合に対象 

（公共性が要件→Ｐ11「3.4.6神戸市市民活動補償制度について」） 

 

（３）・事務局で契約する「協働活動補償制度」 

（学校管理下のボランティア活動 

→Ｐ10「3.4.3「協働活動補償制度」の対象となる活動」） 

※保険適用の可否については、最終的には保険会社の判断によります。 

※事務局で契約する「協働活動補償制度」は、所属団体や個人でボランティア保険

を掛けておられない方を対象としており、１校当たりの補償対象者は 40 人程度を

想定しています。40人を超えそうであれば、事前に事務局までご相談ください。 

※上記に当てはまらない場合や判断が難しい場合、１校当たりの補償対象者が４０

人を大きく超える場合に、各学校で「ボランティア保険」や「イベント保険」等に加

入するときは、事務局で加入するボランティア保険の仕様書を参考送付することも

可能ですので、必要になったタイミングで個別に事務局までご連絡ください。 

 

3.4.2 「協働活動補償制度対象者一覧」（様式第４号）の作成【学校保管】※提出は不要 

学校管理下のボランティアに参加される方には、まず、所属団体や個人でボランティ

ア保険を掛けておられるかを確認し、保険が無い方は、事務局で契約する「協働活

動補償制度」の対象者として学校で把握し、「対象者一覧」に、随時、記載していっ

てください。 

 

※年度末に、年間を通しての保険加入対象者数の実績（「延べ」ではなく、「実数」）

を照会します 
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※事務局や保険会社に、前もって当該 40 人の個人名を報告する必要はありません。

ただし、事故が起こった場合に、対象者の確認として、保険会社より「協働活動補

償制度 対象者一覧」の提出を求められることがあります 

※年度末の照会に関する詳細はＰ22「7.4保険」のとおり。 

※ボランティア活動の内容は、Ｐ3「1.3地域と学校の協働活動」のとおり。 

  

3.4.3 「協働活動補償制度」の対象となる活動 

地域と学校の協働活動として、学校からの依頼により、教育活動への支援を行う、学

校管理下でのボランティア活動。 

※単位取得や学習のために行う活動者は除く。 

※有償の活動は除く。 

 

3.4.4 「協働活動補償制度」の対象となる事故 

①傷害事故 

ボランティア活動中に発生した急激かつ外来の事故によって、ボランティア活動中

の活動者が死亡又は負傷した事故 

②損害賠償責任事故 

ボランティア活動中の活動者が本人の過失により、他の活動者又は第三者の生命、

身体、財物に損害を与え、当該活動者が被害者から損害賠償を求められ、法律上

の賠償責任を負う事故 

 

3.4.5 「協働活動補償制度」の補償の内容 

以下の内容及補償額を満たすもの 

①傷害事故 

死亡補償 傷害  ５００万円 

 疾病(※)  ５００万円 

後遺障害補償 傷害  ５００万円（限度額） 

 疾病(※)  ５００万円（限度額） 

療養補償 入院 

（日額） 

傷害・疾病 3,000円 

 手術 傷害・疾病 入院日額×倍率 

※入院中の手術は１０倍、外来の手

術は５倍 

 通院 

（日額） 

傷害・疾病 2,000円 

※疾病は、熱中症や、細菌性およびウイルス性食中毒のみを対象とする 

②賠償責任事故 

身体・財物共通 身体・財物あわせて１事故５億円 

免責金額 5,000円 

※保管物の賠償は対象外 
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3.4.6 神戸市市民活動補償制度について  ※事前登録不要 

学校外で、地域住民が、自治会などの地域団体としての地域活動をしている場合に

対象になります。学校から依頼した活動は対象外です。 

例. 防犯活動、交通安全活動、道路の環境整備活動、クリーン活動 など 

＜参考：神戸市市民活動補償制度＞R３.１０.１時点 

詳細は、以下 URLをご確認ください。 

（URL：神戸市ホームページ「神戸市市民活動補償制度について」） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a56164/kurashi/activate/support/jichikai/hoshouseido.html  

○対象となる方・活動 

次の①～④の全てを満たした場合に対象となります。 

①活動が市又は公共的団体（※１）の責任者の管理下で行われること。 

②活動内容が下表に掲げるものであること。 

③無報酬であること（実費弁償程度は可） 

④従事者（※２）が市内に在住、在勤又は在学していること。 

※１公共的団体とは、次のものをいいます。 

・自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会、ふれあいのまちづくり協議会、まちの美緑

花ボランティア等、地域を基盤として設立され、主に地域住民を構成員として、神

戸市内に活動の本拠地を置いて、継続的・計画的に活動を行っている団体等。 

・上記の各地域団体を構成団体とする連合体。 

・市の事業や、市が推進する市民活動を実施する団体。 

・上記の他、自主的・自発的かつ継続的・計画的に広く公共の利益を目的とした活

動を行っており、市民活動補償制度を適用することが妥当と判断される団体。 

※２【対象外】活動、行事、催し物への参加者、競技への出場者は対象外です（従事

者であっても、競技参加中の事故は対象外です）。 

【対象活動】※３ 

No. 区分 対象活動 

１ 生活環境に関する活動 防災活動、防火活動、防犯活動、交通安全活

動、保健衛生活動 

２ 自然環境に関する活動 公園の環境整備活動、河川の環境整備活

動、道路の環境整備活動、クリーン活動、集

団資源回収活動、地球環境を守る活動（減

量化、分別化） 

３ 社会福祉に関する活動 高齢者の福祉のための活動、障害者の福祉

のための活動、児童の福祉のための活動、母

子・子育て支援のための活動、社会福祉施

設への協力活動 

４ 青少年育成に関する活動 青少年の自立支援活動、青少年の安全・安

心のための活動 

５ 社会教育・文化スポーツ・

国際交流に関する活動 

社会教育活動、文化振興活動、スポーツ振

興活動、国際交流活動 

https://www.city.kobe.lg.jp/a56164/kurashi/activate/support/jichikai/hoshouseido.html
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６ 行政への協力活動 上記を除く行政が主催する行事・実施事業

へのボランティア活動 

７ その他市民活動補償制度を適用することが妥当と判断される活動 

※３【対象外】上記「No.１～７」に該当する活動であっても、自主的、自発的活動とは

考え難いものや、自助的な活動など広く公共の利益を目的とした活動とは考え難い

もの（PTA、学校施設開放運営委員会の活動等）については対象外です。 
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4 コミュニティ・スクール推進予算（学校運営費）の支出 

4.1 配分額 

学校運営協議会を設置している学校園に対し、地域と学校の協働活動の推進にあたり

必要な費用（活動費、会議費等）を、予算の範囲内で学校規模に応じ年度当初に配分し

ます。（１０節で配分。） 

 

 
通常学級の数※ 

１～８ ９～１１ １２～１８ １９～２４ ２５～ 

小学校 ３万円 ５万円 ７万円 

中学校 ３万円 ５万円 ７万円 

※特別支援学級を除く学級数で区分します 

 

 

4.2 支出の用途 

「学校会計事務の手引」の範囲内で執行可能です。 

学校運営協議会の開催及び地域学校協働活動に係る用途であることが明確なも

のに限ることとし、原則、校長の判断で決定してください。用途について疑義があった場

合は、政策係から問い合わせいたします。 

尚、ＳＯＬＯＥＬでの支出は不可とします。（事務局での事前確認が出来ないため） 

（用途例） 

（１）活動経費（活動するための道具・材料・器具類など） 

例．・安全見守りグッズ、防寒グッズなどの消耗品 

   ・活動する地域の方へのペットボトルのお茶などの接遇材料 

※支出命令書の用途・摘要欄に「接遇用」と記入。 

「学校会計事務の手引」のとおり、常備用の接遇材料の購入については、事

前決議の手続きは不要 

・クリーン作戦用の消耗品 

※神戸市家庭系指定ごみ袋を学校で準備する場合は 11節。 

・その他、活動に必要な費用 

（２）会議費 

    会議開催に最低限必要となる支出に限られます。 

例．お茶、筆記具、郵送代など 

※コピー用紙、インク代は原則不可。（通常の学校運営での使用との区別が難

しいため。保護者全員に資料を配布する場合等、大量の用紙やインク代を必

要とする内容を学校運営協議会で決定した際は、個別にご相談ください。) 

※お茶は支出命令書の用途・摘要欄に「接遇用」と記入。 

※切手、はがき、郵便料金は 12節。(活動に応じた枚数) 

※有価証券にあたるものを購入した場合は、管理簿を作成し、適正な管理をお

願いします。 

※コミュニティ・スクールの事務に関する郵便についても後納郵便を活用いただ
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いてかまいません。 

 

（３）広報宣伝費 

例．横断幕など 

                ※その性質・形状を変えることなく、おおむね１年を超えて使用に耐えるもので、

購入価格が５万円以上（消費税込）のものは備品（１８節）になりますので、学

校での備品登録が必要です。 

 

（４）ボランティア保険費 ※12節 

例．あまり想定していませんが、 

①ＰＴＡや各種地域団体で加入するボランティア保険 

②「神戸市市民活動補償制度」 

③教育委員会事務局が契約する「協働活動補償制度」（１校 40人上限）《参考：

P9「3.4 保険（事務局で契約する「協働活動補償制度」）」》の、①～③のいずれ

にも当てはまらない場合等に、学校で任意に「ボランティア保険」や「イベント保険」 

に加入する場合。 

 

 

4.3 支出の流れ 

「学校会計事務の手引」にしたがって支出してください。 

会計科目：各校種の運営費 （小：1742、中：1752） 

事    業：小学校は「小学校運営費」（事業コード：０２） 

         中学校は「中学校運営費」（事業コード：０２） 

                               ※教科コード：教科コード一覧参照 

支出命令書の用途・摘要欄に「コミュニティ・スクール推進費」と記載の上、関係書類と

ともに、総務課政策係へ送付してください。 

※教科コードは「コミュニティ・スクール推進費」として設定し、支出の際忘れずに入力 

してください。 

※予算が余る場合の活用の使途について、コミュニティ・スクールの推進に関する使途

に制約することはいたしません。各校種運営費０２事業にて執行していただけます。

(その際支出命令書の用途・摘要欄は空欄にて作成し、直接経営支援課へ送付して

ください。) 
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5 学校運営協議会の開催 

 

5.1 開催時期の検討 

学校運営協議会の役割には、学校評価と合わせて、その評価の前提となる「学校運営の

基本方針の承認」がありますので、それも踏まえて開催時期を検討します 

 

(年間活動の例) 

４～５月    ・基本方針の承認、今年度の取組について協議 

６～１月    ・新たに生じた学校課題等に関する協議 

・基本方針を踏まえた取組の実施と活動報告 

・２学期以降の取組について協議 

２～３月    ・学校評価に関する協議 

・次年度の基本方針に関する協議（＝学校関係者評価としての意見聴 

取） 

 

5.2 会議前 

 

5.2.1 開催日の幅広い周知 

協議会の開催については、事前に学校だよりの「行事予定」欄、ホームページ、すぐー

るに記載し、開催の２週間前迄には保護者・地域の方に発信してください。 

※会議を緊急に開催する必要が生じたときなど、やむを得ない場合は除きます。 

 

5.2.2 傍聴希望者への対応 

学校運営協議会は、幅広い地域・保護者の幅広い学校運営への参画を旨としており、

「協議会が公開すべきでないと認める場合を除き、公開する」こととなっています。 

地域の住民の方や保護者の方など、傍聴希望の申し出があった場合は、可能な限り

受け入れるよう努めてください。 

 

ただし、①個人（児童生徒、教職員、地域住民その他関係者）の情報の適正な管理

に支障が生じる場合や、②広く公開することで学校の円滑な運営に支障が生じるお

それがある場合などは、その議事に限り非公開と判断して差し支えありません。 

 

公開と判断した場合、 

・会場の収容可能な人数内で、傍聴希望を受け入れてください。 

・感染症の感染抑制が要請されている状況が継続している間は、限られた会議スペ

ースで密を避ける観点から、傍聴可能人数は当面ゼロとすることもやむを得ないも

のと考えています。 

・協議会の運営上、前日迄に校長に申し出のなかった場合は受け付けません。 

 

5.2.3 委員の出席確認 
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協議会自体は、委員の出席人数によらず開催できますが、議案（学校運営の基本方

針、教育委員会・校長に対する意見の申し出など）を議決する場合には、委員の半数

以上の出席が必要です。オンラインでの出席も可能ですので、必要が生じた場合は、

事務局まで相談してください。 

 

 

5.3 会議当日 

 

5.3.1 会議の運営・進行 

「学校運営協議会」は、学校を交えて協議会が主体的に協議する機関として位置づ

けられていますので、委員が主体となった熟議となるよう、会議の進行に留意してくだ

さい。（状況に応じて、協議会の副会長や会長が会議の進行役を務めるよう促してく

ださい） 

 

(席の例)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(次第の例) 

１．会長あいさつ 

２．校長あいさつ 

３．学校からの説明（校長、教頭その他教職員） 

※コミュニティ・スクールは、学校運営全体に関わる取り組みですので、学校の

状況や業務分担に応じて、あらゆる教職員の積極的な関わりをお願いします。 

４．地域と学校の協働活動の説明（委員） 

５．その他意見 

６．副会長あいさつ 

 

※「教育委員会だより」を配付するなど、神戸市全体の教育の取り組みなども委員

に情報提供していただきますようお願いします。 

 

教
頭
○  

校
長
○ 

委
員
○ 

 教
職
員
○ 

会長○ 

 

副会長○ 

○
委
員 

 

○
委
員 

○
委
員 

 

○
委
員 

○委員 

 

○委員 
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提出先：eduplan@office.city.kobe.lg.jp 

※必ず Excel形式のデータでご提出ください。 

 

5.3.2 公開・非公開 

傍聴する人があった場合も、議事ごとに公開・非公開を判断し、非公開の議事につい

ては、傍聴する人に退場を促してください。 

＊（公開・非公開の判断は、P15「5.2.2傍聴希望者への対応」を参照） 

 

5.3.3 学校運営等に関する意見の申し出→Ｐ２５「学校運営協議会からの意見申出書に関

する事務取扱要領」 

(意見の内容) 

①学校運営に関する意見 

協議会は、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意 

見を述べることができます。 

（「学校運営」には、たとえば校務の分掌に関することなど、校長の権限に属すること

が含まれます。） 

 

※学校設備の改修・修繕や、図書館司書の配置等、神戸市全体で優先順位をつけて

計画的に行っているものについては、学校運営に関する意見申し出の対象から除

外します。 

 

②教職員の任用に関する意見 

協議会は、設置校の職員の採用その他の任用に関する事項（特定の個人に関するこ

とを除く）について、教育委員会に対して意見を述べることができます。 

 

(意見申出後の流れ) 

意見申出書提出後、内容に応じて総務課より所管課へ割り振られ、所管課より校園

長宛に、原則書面にて申出書提出後１カ月を目途に回答が送付されます。 

※総務課から学校長に意見の趣旨を確認することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(教育委員会に対する意見申出の方法) 

所定の様式、学校運営協議会意見申出書（様式第 5号）で申出を行います。 

総務課政策係に電子送付してください。 

 

 

回答 

事務局長

決 裁 

回答 

作成 

所管課 

総務課 申出書提出 
学校運営 

協 議 会 
回答依頼 

報告 

mailto:eduplan@office.city.kobe.lg.jp
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※所定の様式で記載するとしている内容がすべて満たされていれば、所定の様式を

用いずとも、事務局としては受理します。 

 

・協議会が教育委員会に対して意見を述べるときは、校長を通じて行い、また、あらか

じめ校長の意見を聴取することと規定していることから、本様式で、校園長コメントを

記載する欄を設けています。 

 

※任用に関する意見について 

・学校運営協議会は、学校の基本方針を踏まえつつ、保護者や地域の意見を学校運

営により反映し、学校運営を充実していくために必要な教職員の任用（特定の個人

に関することは除く）について、その学校を設置する教育委員会に意見を述べること

ができます。 

・この際、校長は日頃より学校運営協議会に対し、学校のビジョンや校内体制の状況

等について十分に共有しておくことが重要となります。 

・任命権者は域内の実情を踏まえつつ、学校運営協議会からの意見を尊重するよう

努めることが求められますが、任命権者（教育委員会）の任命権の行使そのものを

拘束するものではありません。 

・また、校長の意見具申権そのものに変更が生じるものではありません。 

 

(任用に関する意見の例) 

・小学校における外国語活動の充実のために、「中・高の英語の免許」を持った教員

の配置を要望 

・若手教職員の人材育成のために、「学年主任ができるリーダー性を持った教員」の

配置を要望 

・次年度は複数の学年で個別指導が必要な児童がいることから、学習支援員の複数

配置を要望 

 

 

5.4 会議後 

 

5.4.1 協議結果の公開 

議事の概要等、協議の結果に関する情報を学校だよりやホームページ等で公開する

よう努めてください。 

 

 

5.5 年度途中に、委員を解任する場合、追加で任命する場合 

以下の流れで手続きしてください。 

① 事務局へ変更内容を報告 

② ３月に提出した「学校運営協議会委員任命に関する申出書」（様式第１号）の「年度 

途中の申し出」欄に、変更事項を記載 
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③ 事務局へ申出書を提出 （提出先：eduplan@office.city.kobe.lg.jp） 

追加任命の場合、任命月の前月２０日迄に提出してください。 

期限を超えた場合は、翌々月の任命となりますので、ご了承ください。 

④ （追加任命の場合）事務局より、学校園に任命書を送付 

（解任の場合）事務局より、学校園に解任通知を送付 

⑤ （追加任命の場合）学校園より、新しい委員に任命書を交付 

（解任の場合）学校園より、対象の委員に解任通知を交付 

  

mailto:eduplan@office.city.kobe.lg.jp
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6 地域と学校の協働活動 評 

活動内容の例は、Ｐ3「1.3地域と学校の協働活動」のとおり。 

地域全体で多角的に推進できるよう、地域住民や保護者が幅広く参加しやすい仕組みづくりに

努めてください。 

 

6.1 保険（事務局で契約する「協働活動補償制度」） 

 

6.1.1 「協働活動補償制度」の内容 

Ｐ9「3.4保険（事務局で契約する「協働活動補償制度」）」のとおり。 

Ｐ9「3.4.1「協働活動補償制度」対象者」に記載のとおり、年度途中（９月予定）及

び年度末に、年間を通しての保険加入対象者数の実績（「延べ」ではなく、「実数」）

を照会しますので、「協働活動補償制度 対象者一覧」を学校で作成の上、随時更

新してください。 

※年度末の照会に関する詳細はＰ22「7.4保険」のとおり。 

※ボランティア活動の内容は、Ｐ3「1.3地域と学校の協働活動」のとおり。 

 

6.1.2 事故が起こった場合 

事故等が起こった場合は、Ｐ9「3.4保険（事務局で契約する「協働活動補償制度」）」

のとおり、以下の順序で考えます。 

 

（１）・日本スポーツ振興センター災害共済給付制度 

    ・神戸市学校園安全互助会見舞金 

    ・PTA総合補償制度 

    ・あらかじめ各団体が加入している保険        等 

（２）・神戸市市民活動補償制度 

     学校外で、地域住民が、地域団体としての地域活動をしている場合に対象 

（公共性が要件→Ｐ11「3.4.6神戸市市民活動補償制度について」） 

 

（３）・事務局で契約する「協働活動補償制度」 

（学校管理下のボランティア活動 

→Ｐ10「3.4.3「協働活動補償制度」の対象となる活動」） 

※保険適用の可否については、最終的には保険会社の判断によります。 

※事務局で契約する「協働活動補償制度」は、所属団体や個人でボランティア保険

を掛けておられない方を対象としているため、１校当たりの補償対象者 40 人を大

きく超えることは想定していません。40 人を若干超えそうであれば、事前に事務局

までご相談ください。 

※上記に当てはまらない場合や判断が難しい場合、１校当たりの補償対象者が４０

人を大きく超える場合に、各学校で「ボランティア保険」や「イベント保険」等に加

入するときは、事務局で加入するボランティア保険の仕様書を参考送付することも

可能ですので、必要になったタイミングで個別に事務局までご連絡ください。 
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（１）（２）に当てはまらない（３）の場合、保険会社に連絡し、対象者の氏名や事故の

状況を伝える必要があります。 

（３）の場合は、まず、学校から保険会社に直接ご連絡ください。ご連絡後、保険会社

の担当者が直接現場に向かうこともあります。 

※保険会社に連絡後、事務局にも事後報告をお願いします。 

＜保険会社連絡先＞ 

会社名：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（担当：関戸）  

Ｔ Ｅ Ｌ：０９０－２３３９－２７１６ 

※上に記載の携帯番号につながらない場合は、 

あいおいニッセイ同和損保 あんしんサポートセンター（TEL：0120－985－024） 

にお問い合わせください。  
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提出先：KICS 

※必ず Excel形式のデータでご提出ください。 

○ファイル名は、(様式６～９)【学校番号】_（学校名）としてください。 

 

7 年度終わり 

 

7.1 学校から事務局への提出書類 

 

①「学校運営協議会委員に関する報告書」→Ｐ22「7.2委員報告」 

②「学校運営協議会 実施報告書」→Ｐ22「7.3実施報告書」 

③「地域と学校の協働活動 活動報告書」→Ｐ22「7.3実施報告書」 

④「地域と学校の協働活動 保険加入対象者人数報告（実績）」→Ｐ22「7.4保険」 

 

 

 

7.2 委員報告 

委員の履行確認のため、 

◆「学校運営協議会委員に関する報告書」（様式第６号） 

を提出してください。 

 

7.3 実施報告書 評 

学校運営協議会の会議の報告、地域と学校の協働活動の活動報告です。 

 

7.3.1 実施報告書の提出【学校→事務局】 

◆「学校運営協議会 実施報告書」（様式第７号）を提出してください。 

 

7.3.2 活動報告書の提出【学校→事務局】（評） 

◆「地域と学校の協働活動 活動報告書」（様式第８号）を提出してください。 

 

7.4 保険（事務局で契約する「協働活動補償制度」） 評 

 

7.4.1 保険関係書類の提出【学校→事務局】 

年間を通じて作成いただいてきた「協働活動補償制度 対象者一覧」を確認の上、 

年間を通しての対象者の人数の実績を、「延べ」ではなく「実数」にて、 
◆「協働活動補償制度 対象者人数報告（実績）」（様式第９号） 
にてご回答ください。（目安：１校当たり 40人） 
※保険加入対象者人数の計上方法（例） 
Ａさんは、運動会の準備に参加 
Ｂさんは、運動会の準備と片付け、授業参観の受付に参加 
→合計 ２人 
（Ｂさんは①運動会の準備と②片付け、③授業参観の受付の計３回参加だが、同一

人物なので「１人」とカウントします。延べ人数ではありません。） 

※報告は基本的に人数のみであり、「協働活動補償制度 対象者一覧」の提出は

不要です。  

mailto:eduplan@office.city.kobe.lg.jp


23 

 

8 参考資料 

 

【神戸市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則】 

 

（目的） 

第１条 この規則は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 47条

の５の規定に基づき設置する学校運営協議会（以下「協議会」という。）に関し，必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（趣旨） 

第２条 協議会は，協議会を設置する学校（以下「設置校」という。）に在籍する児童，生徒等の保護者

（以下「保護者」という。），設置校の所在する地域の住民（以下「地域住民」という。）等の学校運営へ

の参画及びこれらの者による学校運営への支援・協力を促進するとともに，学校とこれらの者との協働

した教育活動を推進することにより，地域とともにある地域に開かれた学校づくりを進め，学校運営の

改善及び児童，生徒等の健やかな育成を図るものとする。 

 

（設置） 

第３条 神戸市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は，前条の趣旨を達成できると認められる学校

について，協議会を設置することができる。ただし，教育委員会が２以上の学校の運営に関し相互に密

接な連携を図る必要がある場合には，２以上の学校について１の協議会を置くことができる。 

２ 教育長は，協議会を置いたときは，その旨を設置校に対して通知するものとする。 

 

（役割） 

第４条 協議会は，第２条の趣旨に基づき，次に掲げる事項のほか，設置校の運営及びその運営への必要

な支援に関して協議を行う。 

(1) 次条に規定する学校運営に関する基本的な方針等を承認すること。 

(2) 必要に応じて，第６条に規定する学校運営等に関する意見の申し出を行うこと。 

(3) 第７条に規定する学校運営等に関する評価を行うこと。 

(4) 設置校における社会教育法（昭和 24年法律第 207号）第５条第２項に規定する地域学校協働

活動の促進を図ること。 

２ 協議会は，その活動の状況に関する情報の発信に努めるものとする。 

 

（学校運営に関する基本的な方針等の承認） 

第５条 設置校の校長（園長を含む。以下同じ。）は，次に掲げる事項について協議会の承認を得るものと

する。 

(1) 教育目標など教育課程の編成に関する基本方針 

(2) その他校長が必要があると認める事項 

２ 設置校の校長は，前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行う。 

 

（学校運営等に関する意見の申し出） 

第６条 協議会は，設置校の運営に関する事項（次項に設定する事項を除く）について，教育委員会又は

校長に対して，意見を述べることができる。 

２ 協議会は，第２条に定める趣旨を踏まえ，設置校の職員の採用その他の任用に関する事項（特定の個

人に関することを除く）について，教育委員会に対して意見を述べることができる。 

３ 協議会は，前２項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは校長を通じて行うものとし，あら
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かじめ，設置校の校長の意見を聴取するものとする。 

 

（学校運営等に関する評価） 

第７条 協議会は，毎年度１回以上，設置校の運営状況等について評価を行うものとする。 

 

（委員） 

第８条 協議会の委員（以下「委員」という。）は，次に掲げる者のうちから，教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 設置校の運営に資する活動を行う者 

(4) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者 

２ 設置校の校長は，委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。 

３ 委員の定数は，校長と協議のうえ，教育委員会が定める。 

４ 委員に欠員が生じた場合には，教育委員会は新たに委員を任命することができる。 

５ 委員は，地方公務員法第３条第３項に規定する特別職の地方公務員とする。 

 

（守秘義務等） 

第９条 委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

２ 前項のほか，委員は，次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと 

(2) 委員としての地位を営利行為，政治活動，宗教活動等に不当に利用すること 

(3) その他，協議会及び設置校の運営に支障をきたす言動を行うこと 

 

（任期） 

第 10 条 委員の任期は，教育委員会が任命した日の属する年度の末日までとする。ただし，再任を妨げ

ない。 

 

（委員の解任） 

第 11条 教育委員会は，次の各号のいずれかに該当する場合は，委員を解任することができる。 

(1) 本人から辞任の申出があった場合 

(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき 

(3) 第９条の義務に反した場合 

(4) その他解任に相当する事由が認められる場合 

２ 校長は，委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは，直ちに教育委員会に報告しなければ

ならない。 

 

（会長及び副会長） 

第 12条 協議会に，会長及び副会長を置く。 

２ 会長は校長が指名し，副会長は会長が指名する。 

３ 会長は，会務を総理する。 

４ 副会長は会長を補佐し，会長に事故があったとき又は会長が欠けたときは，その職務を行う。 

  

（会議） 

第 13条 会長は，校長と協議のうえ，協議会の会議を招集し，議事を掌る。 

２ 会議は，委員の半数以上の出席がなければ議決することができない。 

３ 議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは会長の決するところによる。 



25 

 

４ 会長は，必要があるときは，校長から報告及び説明を求めることができる。 

５ 校長は，会議に出席し，及び意見を述べ，並びに必要に応じて職員を出席させることができる。 

 

 （会議の公開） 

第 14 条 協議会の会議は，これを公開する。ただし，協議会が公開すべきでないと認める場合は，この限

りでない。 

２ 協議会の会議の傍聴を希望する者は，原則として会議の前日までに設置校の校長に申し出なければ

ならない。 

３ 傍聴人は，会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 

 

（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置） 

第 15 条 教育委員会は，協議会の運営状況について適切に把握し，必要に応じて指導及び助言を行う

とともに，協議会の運営が適正を欠くことによって設置校の運営に現に支障が生じ，又は生ずるおそれ

があると認められる場合には，協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。 

２ 設置校の校長は，教育委員会の協力の下で，協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な

情報提供に努めなければならない。 

３ 設置校の校長は，前項に規定する情報提供に努めたにもかかわらず，第５条第１項各号に掲げる基本

方針等について協議会の承認を得られないとき又は設置校の運営に現に支障が生じ，若しくは生じる

おそれがあると認めるときは，教育委員会に対して，設置の取消しその他の措置を講じる必要があるこ

とを申し出ることができる。 

 

（設置の取消し） 

第 16条 教育委員会は，前条第１項の措置を講じたにも関わらず，次の各号のいずれかに該当する場合

は，協議会の設置を取り消すことができる。 

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合 

(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合 

(3) その他，学校の運営に著しい支障が生じ，又は生ずるおそれがあると認められる場合 

 

（庶務） 

第 17条 協議会の庶務は，設置校において処理する。 

 

（委任） 

第 18条 この規則に定めるもののほか，協議会に関し必要な事項は，教育長が別に定める。 

 

   附 則 

この規則は，平成 30年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 
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【神戸市立学校における学校運営協議会及び地域学校協働活動の事務取扱に関する要綱】 

 

令和３年３月 11日 教育長決定 

令和５年１月 20日  改正 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、神戸市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則（平成 30 年

３月教育委員会規則第 13号。以下「設置規則」という。）の規定に基づく協議会の事務並びに

地域学校協働活動の事務の取扱に関し、必要な事項を定める。 

 

（委員報酬） 

第２条 設置規則第８条に定める協議会の委員（以下「委員」という。）の報酬は、年額 6、000

円とする。 

２ 委員の任命又は解任が年度若しくは月の途中の場合、報酬の支給額は、次の各号により計算

する。(1) １年に満たない場合は、月割計算とする。 

(2) １月に満たない端数は、１月とする。 

３ 報酬以外は支給しない。 

 

（委員の再任） 

第３条 設置規則第 10 条に定める委員の再任は、学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第

11号）第 39条、第 49条、第 79条、第 104条及び第 135条に規定する学校評議員として

の任期も通算した上で、同一校において 10年を超えないものとする。 

 

（委員の出席） 

第４条 委員の会議への出席は、オンラインでの参加も可能とする。 

 

（予算の配分） 

第５条 教育委員会は、協議会及び地域学校協働活動の推進にあたり必要な費用を、学校の規模

等を考慮して、学校運営費として予算の範囲内で配分する。 

 

（報告） 

第６条 協議会は、年度初めに実施計画書を、年度末に実施報告書をそれぞれ作成し、教育委員

会に提出する。 

２ 学校は、地域学校協働活動について活動報告書を作成し、教育委員会に提出する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 附 則（令和５年１月 20日一部改正） 

この要綱は、令和５年１月 20日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 
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【学校運営協議会からの意見申出書に関する事務取扱要領】 

 

（目 的）  

第１条 この要領は、神戸市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則（平成 30 年３月教   

育委員会規則。以下「設置規則」という。) 第６条第１項及び第２項の規定による、学校運営協議会  

(以下「協議会」という。) から提出された意見申出書の取扱いについて必要な事項を定めることを目 

的とする。  

（受付窓口）  

第２条 協議会は、設置規則第６条第１項及び第２項により教育委員会に意見を述べるときは、学校運営 

協議会意見申出書（様式５）を、総務課政策係に電子送付するものとする。  

（意見申出書の取扱い）  

第３条 意見申出書を受け付けた総務課政策係は、意見申出書の内容に応じて、これに対応すべき課等 

（以下「所管課等」という）を特定し、政策調整担当課長の決裁を得たうえ、所管課等へ対応を依頼す 

る。  

２ 意見申出の内容が複数の課等の所管事項にわたる場合は、それぞれの所管課等へ依頼する。ただし、 

総務課政策係が回答内容の調整を行うことがある。  

（設置校の運営に関する意見申出書への対応）  

第４条 意見申出書の内容が協議会を設置する学校園（以下「設置校」という。）の運営に関する事項で 

ある場合は、所管課等において協議会の意見を尊重し、対応に努めるものとする。  

（設置校の職員の任用等に関する意見申出書への対応）  

第５条 意見申出書の内容が設置校の職員の採用その他の任用に関する事項である場合は、任用担当

課は、協議会の意見を尊重し、対応に努めるものとする。  

（意見申出書に対する回答）  

第６条 意見申出書に対する協議会への回答は、事務局長の決裁を得たうえ原則書面にて対応すること

とし、所管課等から設置校の校園長に電子送付を行う。  

２ 前項において、所管課等から設置校の校園長に対する回答送付は意見申出書を受け付けた日から原 

則１か月以内に行うものとする。  

３ 前項の回答送付を行った所管課等は、その回答内容について同時に総務課政策係にも報告を行うも 

のとする。  

（その他）  

第７条 この要領に定めるもののほか必要な事項は政策調整担当課長が定める。  

附 則  

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
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【学校運営協議会委員向けチラシ】 
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様 式 集 



（様式第１号）

令和　年 月 日

神戸市教育長　様

神戸市立

任命開始年月 令和 年 月

男性 女性 分類 所属団体・役職名等 継続 新規

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

〇年度途中の任命・解任

男性 女性 分類 所属団体・役職名等 継続 新規

　月

　月

所属団体 等
(複数の場合は最も重視したものを選択)

学校園番号

令和５年度 学校運営協議会委員任命に関する申出書

校園（ブロック）名

校園長名

下記の者を本校の学校運営協議会委員として適任であると考えるので申し出ます。

番
号

名　　前 年齢

性　別
（該当に○）

保
護
者
に
○

選　任
(該当に○） 選任

年数
(年目)

選任
年数

(年目)

↑①PTA・保護者、②自治会・婦人会等、③民生委員
児童委員、④青少協、⑤学校開放、⑥学識経験者・
元教育関係者、⑦同窓会関係、⑧NPO等、⑨その他

月
任命・
解任

名　　前 年齢

性　別
（該当に○）

所属団体 等
(複数の場合は最も重視したものを選択)

保
護
者
に
○

選　任
(該当に○）



（様式２－１号） 

 

令和  年  月  日 

学校運営委員会 委員  あて 

 

 

口座情報入力依頼書 
 

 

「学校運営協議会」委員報酬をお支払いするにあたり、下記の QRコード(又は URL)

にアクセスいただき口座情報をご入力ください。 

 

 

 

                      

 

                   

                   入力期限：令和 5 年６月 30 日 

 

 

※他の学校で委員になっている場合も、各学校ごとに入力をお願いいたします。 

※口座は、個人名義のものをご登録ください。（所属団体等の口座は不可です） 

※振込みが翌年度４～５月頃になります。振込みが終了するまで口座を解約しないで 

ください。 

※「通帳等のｺﾋﾟｰ（口座番号、口座名義人が分かるもの)」の入力フォームでの添付は 

任意とします。 

※入力した情報について送信後に誤りがあった場合は、再度すべての情報を入力の上、 

備考欄に「再申請」と入力してください。 

 

ご提出いただいた登録内容は，個人情報として厳正に取り扱います。 

➤登録内容は，個人情報保護法に基づき，厳正に取り扱い，報酬支払以外の目的で利用

することはありません。 

 

神戸市教育委員会事務局総務部総務課 

コミュニティ・スクール担当 

https://a4f55249.form.kintoneapp.com/public/12520516029

f71dabe7cf5207f185096b67c3cf2f14e788fcd4c1d789dc8c3df 

【URL】 



（様式２－２号） 

 

令和  年  月  日 

学校運営委員会 委員  あて 

 

報酬辞退入力依頼書  

 

 

                                                         

「学校運営協議会」委員報酬を辞退されるにあたり、任命書の交付日以降、下記

の QRコード(又は URL)にアクセスいただき、そのご意向をご入力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

                   入力期限：令和 5 年６月 30 日 

 

 

※他の学校で委員になっている場合も、各学校ごとに入力をお願いいたします。 

 

※報酬辞退される場合は、口座情報の入力は不要です。 

 

※入力した情報について送信後に誤りがあった場合は、再度すべての情報を入力の上、

備考欄に「修正」と入力してください。 

 

 

ご提出いただいた登録内容は，個人情報として厳正に取り扱います。 

➤登録内容は，個人情報保護法に基づき，厳正に取り扱い，報酬支払以外の目的で利用

することはありません。 

 

神戸市教育委員会事務局総務部総務課 

コミュニティ・スクール担当 

https://a4f55249.form.kintoneapp.com/public/55552706af8f

6d16bfe20f825343486bcc42b1c780913f7568bf505b17a0d502 

【URL】 



（様式第3号）

月 日

回

1 月 日

2 月 日

3 月 日

4 月 日

5 月 日

番号

1

2

3

開催予定日 議題・検討内容等 参観等の活動

学校園番号

令和　年度学校運営協議会　実施計画書

令和　年

校園（ブロック）名 神戸市立

会長

校園長

【開催日程】

【活動予定】※上記の協議会以外で活動計画や予定がある場合は下記の欄に記入してください。

活動内容 備考（活動予定期間等）



（様式第４号） 学校園番号

神戸市立

備考 備考

1 21

2 22

3 23

4 24

5 25

6 26

7 27

8 28

9 29

10 30

11 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

     令和　年度　協働活動補償制度　対象者一覧

校園名

名前 名前



（様式第５号）

月 日

神戸市教育委員会　御中

理由等

校園長コメント

意見

学校園番号

年

運営協議会

会長

意見申出書

　神戸市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第６条の規定に基づき、次
のとおり、意見を申し出ます。

提出先：

eduplan@office.city.kobe.lg.jp



（様式第６号）

5 年 3 月 31 日

神戸市教育長　様

神戸市立

本年度の本校の学校運営協議会委員について、下記のとおり報告いたします。

～

1 ～ 円

2 ～ 円

3 ～ 円

4 ～ 円

5 ～ 円

6 ～ 円

7 ～ 円

8 ～ 円

9 ～ 円

10 ～ 円

11 ～ 円

12 ～ 円

13 ～ 円

14 ～ 円

15 ～ 円

16 ～ 円

円

任命日 任命終了日

期間

合計額

報酬

学
校
番
号

番
号

名　　前
任期

校園長名

令和

学校園番号

令和５年度 学校運営協議会委員に関する報告書

校園（ブロック）名



（様式第７号）

月 日

回

月 日

回

月 日

2

開催日 主な議題 等

協議・決議内容　　運営協議会委員の主な発言（→学校の回答）　等

分類 協議・決議内容　　運営協議会委員の主な発言（→学校の回答）　等

1

分類

会長

校園長

主な議題 等開催日

学校園番号

令和5年度 学校運営協議会　実施報告書

令和５年

校園（ブロック）名 神戸市立



回

月 日

回

月 日

回

月 日

5

4

3

開催日 主な議題 等

分類 協議・決議内容　　運営協議会委員の主な発言（→学校の回答）　等

分類 協議・決議内容　　運営協議会委員の主な発言（→学校の回答）　等

開催日 主な議題 等

分類 協議・決議内容　　運営協議会委員の主な発言（→学校の回答）　等

開催日 主な議題 等



令和５年 月 日

校園名： 神戸市立

番号 分類 活動頻度

1

2

3

4

5

6

7

【地域からの感想・意見】

（A.見守り・安全確保、B.学習補助・放課後等の学習支援、C.特別支援教育補助、D.環境整備、E.学校行事の補助、F.校外での地域活動）

地域からの感想・意見
上記に関連
する番号
(あれば)

令和　年度　地域と学校の協働活動　活動報告書

備考活動内容

（様式第８号）

【地域と学校の協働活動の内容】

学校園番号

1回あたりの
活動人数（概数）



（様式第9号）

5 年 3 月 31 日

神戸市教育長　様

神戸市立

みだしの件について、下記のとおり報告いたします。

人

※補償の対象は、１校当たり最大40人

学校園番号

令和5年度 協働活動補償制度　対象者人数報告（実績）

令和

※保険加入対象者人数の計上方法（例）
Ａさんは、運動会の準備に参加
Ｂさんは、運動会の準備と片付け、授業参観の受付に参加
→合計　２人
　（Ｂさんは①運動会の準備と②片付け、③授業参観の受付の計３回参加だが、
　　同一人物なので「１人」とカウントします）

校園長名

年間

校園（ブロック）名

保険加入対象者人数：



（様式第 10 号） 

 

令和  年  月 日 

〇〇〇学校 

学校運営協議会 委員 

〇〇〇学校  

校長 〇〇 〇〇 

                            

「学校運営協議会議」の開催について（ご案内） 

 

 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、みだしの「学校運営協議会」について、第〇回会議を下記のとおり開催しますので

ご案内いたします。 

記 

 

１ 日 時     令和 年  月  日（ ）   時～ 

２ 場所      〇〇〇学校会議室 

３ 議 題（予定） 

  ・本校の学校運営基本方針について 他 

 

４ 持ち物     委員報酬をお支払いするにあたり必要となりますので、下記をご持参

ください。 

          会議の最後に、口座情報を登録していただきます。 

  

         ・スマートフォン、iPhone 

          （お持ちでない場合は、会議の際に学校長へお伝えください） 

         ・口座情報の分かるもの（キャッシュカード、通帳等） 

 

         ※報酬を辞退される方は、そのご意向を第 1 回協議会の際、学校長へお

伝えください。 

 

 
【担当】 

○○○学校 教頭：  

TEL：（０７８）  －      

FAX：（０７８）  － 


